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　2020 年 1 月 23 日に中国・武漢市
の封鎖から始まったコロナ危機は、
すでに長期戦の様相を呈している。
6 月中旬から新規感染者数は、再び
増加傾向に転じて、数字だけで判断
すると、第二波の到来に見える状況
だ。
　今後の経済動向も、アフター・コ
ロナという新局面を語るよりも、当
面、コロナ感染対策を心掛けなが
ら、感染防止と並行して経済活動を
行わなくてはいけない状態である。

「With コロナ」の継続と言った方が
よい。場合によっては、政府が感染
阻止のために再度の緊急事態宣言を
発令してもおかしくはない。そして、
コロナ危機が長期化するほどに、経
済に対する後遺症も大きくなること
が心配される。雇用・地価・金融と
いった分野でのストック面での打撃
が尾を引く可能性である。そうなる
と、当然ながら、その後の経済成長
はさらなる低成長を余儀なくされる
こととなる。

　図表は、いくつかの国際機関がコ
ロナ危機後に発表した経済見通しで
ある（図表１）。共通するのは、日
本の経済の落ち込みが、2020 年に
ついては欧米よりは小幅のマイナス

であること、もうひとつは 2021 年
の回復の伸び率が日本が最も低いと
いう点である。▲ 4％落ちてから、
＋ 2％しか戻らないので、2021 年中
には経済活動の水準は元通りには復
元しない。なぜ、日本の回復ペース
が鈍いかというと、人口減少など潜
在成長率を押し下げる要素が日本は
各国よりも強く働くと見られている
からだ。
　以下では、長期化リスクを念頭に
置いて、まず、２つのシナリオを描
いてみた。ひとつは、早期収束のシ
ナリオ。2020 年秋・冬には新規感
染者数が減少して、経済がそこから
正常化していく流れになっていく。
もうひとつは、2020 年内の感染収
束は無理で、徐々に経済悪化が進む
シナリオ。
　実は、この 2 つの楽観・悲観のシ
ナリオは、二者択一ではない。おそ
らくは、連続して考えることができ
るシナリオだろう。感染が続くとき
は悲観シナリオになり、いつの時点
からか収束がうまくできるようにな
れば、楽観シナリオに移行していく。

早期収束のシナリオ

　感染リスクは、人と人との移動を
制限してきたので、感染収束によっ
て旅行・レジャーといった活動が復
活するだろう。今までの制限は、人々
が旅行・レジャーを楽しみたいとい
う欲求をせき止めている。だから、
収束後は、せき止められてきた旅行・
レジャーの消費が一気に増えるだろ
う。いわゆるリベンジ消費である。
そのときは、海外旅行はまだ不確実
性が残っているので、海外旅行の需
要は国内にシフトするかたちになろ
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う。
　政策面でも、疲弊する観光需要へ
のてこ入れは大きなテーマである。
7 月 22 日からスタートした政府の
GoTo キャンペーン事業は本来そう
した目的を持っていた。不幸にも、
東京都の感染拡大によって、東京発
着の旅行は対象外になってしまっ
た。感染収束になれば、政府は、も
う一度東京発着を含めて、支援を強
化すると予想される。筆者は、自治
体が独自に行う、旅行支援（復興割）
について聞いたところ、消費者の間
での人気は高く、数時間で割り当て
の件数を使い切ってしまったと聞い
た。割引を通じて、旅行需要を掘り
起こすという支援策は、結構効果的
なのだと思った。
　感染収束で期待される分野は、製
造業である。感染拡大は、目下、日
本だけではなく、欧米でも程度の差
はあれ、第二波の様相を呈している。
国内も海外も実はシンクロしている
のである。今後、日本で感染拡大が
止まるときは、欧米もほぼ同時に感
染が収まっていくとみられる。
　なお、すでに感染収束がはっきり
している国々には、中国、韓国、台
湾、ベトナム、タイ、マレーシアが
挙げられる。東南アジアには、傷が
浅い国が多く、日本はそれらの国々
と貿易取引が密接な分、輸出入の回
復は比較的早いと考えられる。鉱工
業生産指数は、6 月には悪化が底入
れして、7・8 月と回復する見通し
である。7・8 月の生産予測指数は、
2 か月で＋ 15％も回復する見通しで
ある。現時点での生産活動の回復見
通しは、強気である。
　焦点は、米国の感染収束がどうな
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「Withコロナ」の継続と言った方がよい。場合によっては、政府が感染阻止のために再度
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世界銀行、OECD、IMFの見通し。いずれも 2020年 
6月時点。 
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るかである。米国は、11 月に米国
大統領選挙を控えている。だから、
現職のトランプ大統領は、経済再開
を止めてしまうようなロックダウン
を選択できないとみられる。
　 そ う な る と、11 月 の 選 挙 で
ジョー・バイデン候補が勝利する可
能性はより高くなる。トランプ大統
領が再選されないとすると、米中貿
易戦争が仕切り直されることにな
り、日本の輸出環境は現状よりは好
ましい状態には戻れそうだ。
　再び日本国内に目を転じると、景
気押し上げの要因として考えられる
のは、公共事業の拡大である。2020
年度の政府予算は、第一次・第二次
の補正予算を追加しているが、その
内容は給付金が主で需要押し上げ効
果は限定的である。だから、感染収
束が見込めそうならば、積極的に需
要押し上げをするために、公共事業
を追加すると考えられる。2020 年
には、九州などで豪雨被害が相次
ぐ。こうした災害は例年のように起
こっていて、政府は国土強靱化を進
める動機を強めている。その効果は、
2021 年に入って、需要を押し上げ、
建設業界などに多大な恩恵を与える
であろう。

長期化シナリオ

　景気回復の行方については、その
道筋を V 字とか、L 字というアル
ファベットで示すことがある。実際
は、V でも L でもなく、数学記号
のルート（√）に近くなるとみてい
る。ポイントは、一旦回復した景気
が、どの水準で回復が頭打ちになっ
てフラット化するかどうかだ。
　例えば、政策支援の息切れの要因
をみてみたい。政府が 4 月に国民 1

人 10 万円という特別定額給付金を
配ることを決めた。5 ～ 7 月にかけ
て総額 12.7 兆円の資金が家計に支
給された。特に、6 月はそのうちの
半分が支給されて、筆者の計算では、
6 月だけで 2 割に当たる 1.3 兆円が
消費を押し上げたとみている。それ
自体は消費刺激効果として評価でき
るのだが、その効果は 6・7 月で一
巡してしまうとみられる。この給付
金は、8 月以降、もうそれ以上は支
給されないので、秋以降の消費はそ
の刺激がなくなる分押し下げられて
しまう。
　景気動向を簡単に表現すると、４・
5 月は緊急事態宣言によって、多く
の企業活動が停止・制限された。そ
して、６月からは経済再開と、給付
金効果で押し上げられるのだが、７・
8 月はその効果は減衰していく。タ
イミングの悪いことに、その減衰に
感染の再拡大が追い打ちをかけたの
である。景気回復は、夏場は足踏み
している。
　感染リスクが長期化するときは、
他の政策の下支え効果が息切れする
ことも心配される。中小企業には、
売上減少に対して、200 万円の持続
化給付金が支給されている。自営業
やフリーランスには 100 万円であ
る。そのほか、家賃補助金や雇用調
整助成金もある。これらは、一時的
な痛み止めにはなるだろうが、売上
減少が長期化してくると、効果に限
界が生じてくる。すると、企業は雇
用リストラに踏み切り、企業倒産も
現実味を帯びてくる。
　総務省「労働力調査」では、6 月
の失業率が 2.8％とほとんど悪化し
てないようにみえる（コロナ以前の
2 月は 2.4％）。しかし、潜在的な雇

用悪化は相当に進んでいる。就業し
ながら仕事をしていない「休業者」
の人数は、４月 597 万人、５月 423
万人、６月 236 万人もいる。彼らの
中には職場復帰ができずに、離職し
てしまう人も多い。失業の定義の中
には入らない、「離職したが、職探
しをしていない人」＝非労働力人口
は、4 ～ 6 月にかけて 63 万人も増
加している。この人数を失業者数に
加えると、6 月の失業率は 2.9％か
ら 3.7％へと跳ね上がる。
　こうした雇用悪化は、消費マイン
ドを悪化させることが過去の経験か
らわかっている。今後の消費動向は、
雇用悪化によって足を引っ張られる
だろう。消費の水準がコロナ以前に
戻らないということは、消費産業に
とっては需要不足を意味する。供給
能力に対して、需要が少なく値下げ
圧力が生じる。いわゆるデフレ問題
である。4 ～ 6 月の消費統計を調べ
ると、マインドの慎重化によって消
費性向が歴史的な低比率に下がって
いた（図表２）。これは、感染リス
クや外出自粛の影響もあるが、家計
の不安感によって実体以上に萎縮が
起こっている状況だ。小売・サービ
ス業では、顧客を取り戻すために値
下げを行って、需要を獲得しようと
する。これが連鎖すると、どの店舗
も収益率が下がって、自分の首を絞
めることになっていく。

コロナ危機の後遺症

　ここまで 2 つのシナリオを描いて
みてきた。楽観シナリオと悲観シナ
リオである。今、警戒されるのは、
悲観シナリオに近い状態がより現実
味を帯びていることである。
　そのときにもうひとつ警戒すべき
は、後遺症である。悲観シナリオに
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追い込まれるとして、雇用悪化と物
価下落が起こるとすると、その影響
は企業の収益体質にもじわじわと悪
化要因になり、経済がたとえ元に
戻っても、以前の雇用水準、収益率
には戻りにくい体質をつくってしま
う。
　筆者が、1990 年代の教訓として
警戒するのは、（１）地価下落と（２）
金融機関の不良債権問題である。４・
５月の緊急事態宣言の下での政府の
休業要請によって、店舗・オフィス
の賃料を支払い続けなくてはいけな
い問題を起こした。地域によっては、
軒並み賃料の引き下げが行われたと
聞く。この賃料と人件費は、固定費
であり、企業の売上がたとえゼロで
あっても支払い続けなくてはいけな
いコストになる。この状況は、早晩、
地価下落を引き起こすだろうと直感
できる。
　倒産件数も、統計データで示され
ている数字はまだまだ過小評価だと
感じる。身近な商店街ではすでに多
数の店舗について、撤退・廃業に
よって空きが目立っている。居酒屋
チェーンでは、賃料の引き下げに応
じられなかった店舗では大規模に撤
退する計画を立てているという。倒
産のデータは、まだ表面化していな
い悪化を織り込んではいないと感じ
られる。
　もうひとつの固定費として、金融
費用もある。休業要請に応じた企業
は、急場を凌ぐために銀行借り入れ
を増やした。政府もそれを後押しす
るために、信用保証協会の機能を拡
充して、民間金融機関の実質無利子・
無担保の貸出ができるようにした。
公的金融機関も一斉に貸出を増やす
対応を採った。
　これらの貸出増加は、需要が回復
するまでの重要な資金繰りの支援に
なるだろう。しかし、需要回復が遅
れることになれば、企業の中には支
払い停止（デフォルト）に陥る先も
増えていくだろう。企業によっては、
優遇された貸出が行われることに対
して、「借りられるときに可能な限
り借り入れを増やした」という話も
聞く。冷静に考えると、これは生産
性上昇の裏付けのない借り入れを無
コストであることを良いことに増や
す行為である。

　なお、この実質無利子・無担保の
貸出は、最長 5 年間の据置期間が設
定されていて、元本返済を猶予でき
て、元本返済をしなくてもよい。し
かし、当面、返済不能にならなくて
も、いずれ債務返済に苦しむことに
なるリスクが残る。コロナ危機の下
で、借り入れを急増させた企業の経
営悪化は、将来の不良債権問題につ
ながっていく可能性がある。
　こうした過剰債務は、民間金融機
関との間で、保証協会の保証が付い
ていない貸出にも返済不能の影響が
及ぶ可能性がある。その意味では、
打撃の多くは政府債務の拡大になる
だろうが、一部は民間金融機関の損
失にもつながっていくとみられる。

2021年夏の東京五輪

　隠れた問題として、2021 年夏に
延期された東京五輪がもしかすると
中止されることも考えられる。日本
は、入国制限を実施していて、その
多くの国々と制限緩和の交渉すらで
きていない。前述した通り、訪日外
国人の渡航も目処が立たないのが実
情である。そうなると、当然、2021
年夏の五輪開催さえ厳しい。政府の
意向は何としても開催することであ
る。どんなに参加国が少なくなって
も開催したいということだ。過去、
1980 年の、モスクワ五輪は 81 か国
で開催した。ソ連のアフガニスタン
侵攻に抗議して日本を含めて多くの
国が参加しなかった。1984 年のロ
サンゼルス五輪は 140 か国の参加で
行われた。日本は、モスクワ五輪並
みに参加国が減っても仕方がないの
で、開催中止だけは避けたいという
意向である。
　コロナ危機以前は、東京五輪の開
催は大きな経済効果が予想されてい
た。筆者が民間シンクタンクの平均
的な経済予測から算出したところで
は、2020 年 4 ～ 6 月、7 ～ 9 月の半
年間に期待されていた実質 GDP の
押し上げ金額は、約 2 兆円であった。
これは、五輪向けのインフラ投資な
どすでに支出されたものを除いた個
人消費、訪日外国人消費などの金額
である。
　東京都は、2021 年夏の東京五輪
に伴う事業収入増を見込んできた
が、もしも五輪中止となればそうし

た収入は得られず、収支の悪化は巨
大化するだろう。その負担をどう処
理するかは、何も決まっていない。
五輪開催が中止される影響はそうし
た直接効果に止まらず、間接的な悪
影響も大きいとみられる。
　東京五輪の効果は、それが約 2 週
間足らずの祭典として個人消費を喚
起するだけではなく、その後の流れ
をつくる意味もある。東京が国際観
光都市として、五輪によってそれが
大きくアピールできる、絶好の機会
になるはずである。東京の都市再開
発は、2020 ～ 2025 年にかけて目白
押しであり、そうした計画は東京五
輪をひとつの飛躍のための跳躍台と
考えてきた。その目算が狂うことの
ダメージは甚大だ。

財政リスク

　経済活動に打撃が及ぶとき、その
打撃は次々に連鎖していく可能性が
ある。製造業（貿易）→雇用・消費
→不動産（地価）・都市開発→金融
機関（不良債権）、そしてその先に
は財政悪化（政府の不健全化）が
控えている。今回のコロナ危機で
は、経済活動の外側からショックが
加わったため、政府が率先して国民
を守る行動を採った。2020 年度の
第一・第二次補正予算では、計 57.6
兆円もの歳出増が決まり、年間の一
般歳出は 160.3 兆円にまで膨らんで
いる。年間の新規国債発行額も 90
兆円になる。これは、従来の税収の
1.5 年分以上になる。
　政府は、とんでもない規模の債務
拡大をして、その返済の当てはどこ
にあるのだろうか。政治的には「今
は税収の問題を議論している場合で
はない」というレトリックを使っ
て、非常時の債務拡大を正当化でき
るかもしれないが、合理的に考えて
財政再建の目途は途方もなく遠のい
たと思える。政府が毎年１・７月に
発表している「中長期の経済財政に
関する試算」では、直近 7 月の数字
に大きく変化したところがある。公
債等残高の名目 GDP 比は、2020 年
度 216.4％となっている。楽観的な
前提を置いた成長実現ケースでさ
え、2023 年度まで 200％超えが続く
見通しである。今までの試算値では、
この比率が 200％を超えないように
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第329回監査セミナー 2020年7月16日

演　題：「良心」から企業統治を考える　～責任ある経営のために～
講　師：一橋大学大学院経営管理研究科・教授　田中　一弘氏

　私は、日本で、あるいは世界で行
われているコーポレート・ガバナン
ス改革にかなりの違和感を感じ、ど
うしてこんなに違和感があるのかを
考えてきました。その中で、いわゆ
るコーポレート・ガバナンスとは異
なる、とりわけ日本にあったはずの
経営者の規律のあり方に気づき、そ
れを論理的に説明しようとしたの
が、この本『「良心」から企業統治
を考える』です。本の帯にもある通
り、CG 改革に違和感を持つ人達に
向けた本です。
　私は、企業統治には、大きく分け
て２つのタイプがあると考えます。
一つは「自利心による企業統治」で
す。これを、以下、カタカナでコー
ポレート・ガバナンス（CG と表記）
と呼びます。いま盛んに議論されて
いるのは、みなこの CG です。そし
てもう一つのタイプが、本日の主題
である「良心による企業統治」です。

１．�はじめに
　企業統治には論者により様々な定
義がありますが、「経営者がなすべ
きことをし、なすべからざることを
しない」ようにさせることというの
が、共通のところだろうと思います。
内部統制等においては、現場等の組
織内の規律に広げられる場合もあり
ますが、ここでは、経営者の規律と
いうことであり、「経営者がなすべ
きことをし、なすべからざることを
しない」ようにさせることです。通

常の企業統治（自利心による企業統
治）においては、これを「させる」
のは経営者以外の人や組織、制度で
す。つまり取締役、あるいは取締役
会であったり、取締役会が決めるイ
ンセンティブであったりという仕組
みにより、経営者が規律づけられま
す。
　今日の講演のキーワードは、この
自利心と良心の対立です。
　自利心とは、要すれば、お金を儲
けたいとか、社長の地位に留まりた
いとかの、人間の欲です。この欲に
訴えかけているのが、今の CG のあ
り方です。インセンティブもそうだ
し、厳しい監督・監視による懲罰を
受けることにより、社長の地位に留
まれないということになると、自分
の欲求を妨げられることになる、そ
れを避けたいという損得勘定、それ
が自利心です。それに訴えかけるの
は、外発的動機づけです。CG もメ
インバンクによる規律づけも、こう
した他律的統治です。
　良心による企業統治は「経営者が
自らの良心でなすべきことをし、な
すべからざることをしない」とい
うことであり、内発的動機づけで
す。しかし、この良心による企業統
治は、ほとんど議論されてこなかっ
たのです。ということで、「新たな」
と言っていますが、しかし、これが
昔からの日本型企業統治の核心だっ
たのではないか。心ある経営者は、
良心で規律を保ってきたはずです。

見通しの数字づくりに苦心してきた
が、今回はあっけなく 200％を超え
てしまっている。200％という意味
は、国債の平均利子率が 1％を超え
ると、名目 GDP 成長率が 2％以上
でなければ、名目 GDP 比率は発散
することになりかねない。
　筆者は、少なくとも日銀は、政策
金利をゼロないしマイナスを続けざ
るを得ず、財政再建のために政策の
自由度を完全に失ってしまったとみ

ている。増発される新規国債も、か
なり日銀が毎年購入を余儀なくされ
る。
　教科書的に言えば、税収でまかな
い切れない歳出拡大を続けると、政
府の財政運営は信用を失って、金融
市場で国債を消化できなくなり、長
期金利を引き上げなくてはいけなく
なる。それをうまく金融緩和で封じ
たとしても、通貨の信用が落ちて、
通貨下落（円安）が歯止めのかから

ないかたちで起こるとされる。
　そんなことは現実味がないという
人もいるが、こうした変化は歴史的
教訓として避けられないという人も
いる。筆者は、少なくとも不健全な
領域に入って、日本の財政はどこか
の未来で「コロナ危機のときに最後
の一線を越えた」と言われる可能性
があると感じている。

（写真は 2020 年 1 月 21 日の新年交礼会で
撮影したものです）

ここで「新たな」と言っているの
は、理論化が新たということです。
経営者が自ら行うのですから自律的
統治です。
　2014 年の日本版スチュワード
シップ・コードにはじまり、2015
年のコーポレートガバナンス・コー
ドの導入、そしてその後の両コード
の改訂等々を受けて、わが国におけ
る CG 改革は近年、その勢いを増し
ています。
　どうして CG 改革の必要性が叫ば
れてきたかと言うと、日本では企業
統治が欠如していると、90 年代の
半ばくらいからさかんに言われてき
たからです。ガバナンスの教科書に
照らしてみると、取締役会は内部か
らの昇進者ばかり、株式の持ち合
いで、もたれ合いの経営をしてい
る、だから株主や株価に注意を払わ
ない、市場からの規律が働かないと
いった具合です。だから日本におい
てはガバナンスが欠如している。し
かしその代わり、日本においてはメ
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インバンクによるガバナンスが寄与
していた、それが日本を成功させた。
このように言われました。
　しかし、それが正しければ、そも
そもなぜバブルが起きたのか、銀行
がバブルを後押ししたのは、まぎれ
も無い事実です。また、銀行に依存
していない企業がどうして規律ある
経営をしているのか。
　メインバンクがある程度規律づけ
たケースがあることは事実ですが、
それをもって、日本の企業統治の仕
組みをメインバンクが演出していた
と言うのはおかしい。では、もし銀
行も取締役会もだめで企業統治が皆
無だったのなら、それがきちんとし
ていたはずの欧米の企業に比べて、
遥かに不祥事が多かったはずです。
深刻な経営不祥事がたくさんあった
はずですが、実際は、欧米に比べて
多かったという事実はありません。
　CG がしっかりしていると言われ
た米国のエンロンなどひどい不祥事
の典型です。従業員を騙して自社株
を買わせて、経営者達は売り抜けて
いたのですから。そんな深刻な企業
不祥事は日本では起きていません。
では、なぜ日本の企業の規律が長く
保たれたのか。しかも、歴史に残る
経済発展を遂げた日本企業経営者の
規律がどこに鍵があったのかを考え
ねばなりません。

２．�日本における自律的企業統治の
優位

　日本企業の統治は、アングロサク
ソンとは全く違うメカニズムでガバ
ナンスが働いている可能性があるこ
とを、2000 年前後に２人のイギリ
ス人が指摘しました。一人は、数
年前に亡くなった London�School�of�
Economics の先生であったロナル
ド・ドーア氏です。『誰のための会
社にするか』（岩波新書）という本
の中でドーアさんは「アメリカでは
ストック・オプションをたっぷり与
えたり、監視システムに隙をひとつ
も残さないような徹底さを確保した
りするのを方法としており、日本で
は、普段は個々人の責任感と良心に
任せ、信用しておいて、背任（期待
を裏切るような行為）の疑いが出
たときにだけ、調査して制裁を加
えるような制度にしているのであ

る」、「社会信用度の高い社会はどう
いう社会かと言えば、経営者、裁判
官、役人、政治家など、責任の重い
仕事を与えられる人々が、当たり前
に、怠けもせず、ズルもしないで働
くのは、褒美や罰とそう深い関係も
ない社会、慣行的に『妥当』とされ
ている報酬さえ保証されていれば、
主として自分が負わされている責任
をちゃんと果たさなければ良心が咎
めるから働く、といった社会ではな
いかと思う」と書いています。もう
一人は、現在、ケンブリッジ大学の
ビジネススクールで教えているサ
イモン・レアマウント氏です。彼
は 90 年代の終わりに日本に滞在し、
十数社に深く入り込み、経営者・株
主・監査役等、あらゆる関係者に深
くインタビューしました。その成果
である Corporate�Governance:What�
can�be�learned�from�Japan?（Oxford�
University�Press）に、「他律型の企
業統治が機能していないことは事実
としても、だからといって日本には
企業統治がない、あるいは既存のシ
ステムは何らかの非難に値する、と
考えるのは誤りである。日本の企
業では�誰かが誰かを監視し牽制す
る代わりに、企業の成員同士ある
いは取引先同士で相互に責任、義
務、信頼（Mutual�Responsibilities,�
Obligations�and�Trust）を感じ合い、
それによって経営者をはじめとした
企業成員の規律が生まれている」と
あります。
　こういうことは確かにあります
が、日本においてはそれが当たり前
の空気のようになっています。それ
を外からの目で「発見」している本
です。こういう自己規律的な企業統
治のあり方について、私は、もっと
掘り下げ、仕組みではなく、人間の
心にまで立ち入って研究・考察しよ
うとして、この『「良心」から企業
統治を考える』という本の元になる
研究を始めました。

３．�良心による企業統治
　まず、良心とは何かについて考え
ます。
　我々は何かを実行するとき、自利
心か良心により行います。自利心は
通常、利己心と呼ばれていますが、

「他のためにはならなくても自分の

ためにはなる」ことを志向する心で
あり、動物的本能的欲求、富や名声、
安逸への欲求（楽したい）等があり
ます。人間ですから、利己心がある
のは当然です。企業経営をやってい
る人に、金儲けの欲求が無ければ発
展しないのは当然です。ですが、利
己心と言ってしまうと悪いことのよ
うに聞こえてしまいますので、自利
心という言葉の方が適切だと思い、
使っています。
　一方、良心は自利心と逆で「自分
のためにはならなくても他のために
はなる」ことを志向する心です。孟
子が「人には皆、他人の不幸を平気
で見ているにはたえられない心『惻
隠の心』がある、惻隠の心のないも
のは人間ではない」と言っています。
　結果的に、自分のためになっても
いいが、人命救助をした人が必ず言
うのが、「助けなきゃっていう気持
ちで一杯だった」、「無我夢中だった」
です。この言葉が孟子の言葉にある、
人間の変わることのない心の中にあ
る善性です。ここに信頼するのが、
良心による企業統治です。
　良心には 3 つあると考えていま
す。1 つ目は「与える良心」です。
自分以外の対象にとって望ましいも
のを「与える」心です。例えば、愛、
思いやり、献身、まごころといった
ものです。2 つ目は「応える良心」
です。自分に与えられたことやもの
に「応える」心です。例えば、感謝、
信、責任感です。「信」という漢字は、
人から信じられる状態、信頼に応え
ようという気持ちを言います。3 つ
目は「求める良心」です。善きもの
を自ら「求める」心であり、例えば、
①志や理想、信条を打立ててその実
現を目指す、②模範と仰ぐ人物のよ
うに自分もなろうと努める、③「道
徳的であること」自体を主体的に追
求することです。
　次に、直接的動機としての快不快
と哀歓です。自利心から生まれるの
は「快不快」です。お腹が満たされ
る時には快く、お腹がすいていると
きには不快です。顧客の愛顧ゆえに

「自分が儲かる」快さもあります。
良心から生まれるのは「哀歓」、つ
まり、歓びと哀しみです。例えば、
人に親切にして助けることが出来て
良かったという歓びがあります。一
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方、良心の呵責がある、自分が情け
ないなどの哀しみがあります。両方
とも、結局、人間は「嬉しいからや
る」わけですが、しかし、ここにお
ける混同が今のガバナンス改革に大
きな問題をもたらしています。富や
名声という「快楽」と、発展する企
業を創始し、生命を吹きこむという

「歓喜」を混同するが故の問題です。
お腹がすいている時に、自分が食べ
ることによる「快楽」ではなく、子
供に食べ物を譲ることによる「歓び」
に置き換えることも出来ます。
　経済学は効用（ユーティリティ）
という概念で、それを一緒くたにし
ています。アダム・スミス以来 20
世紀の前半まで、経済学における効
用は、「快さ」の方を言うのだとい
うのが共通理解でした。ところが、
20 世紀の後半になって、「歓び」も
含めるようになっていった。それ
が、経営者をどうするかという議論
にまで入ってきてしまいました。そ
れを分けなければいけないと思いま
す。儒教において説く、義と利を
弁（わきまえ）ることが重要です。

「義」つまり良心に基づくものなの
か、「利」つまり自利心に基づくも
のなのかをきちんと識別することが
社会的に適正な行動をとっていく上
で重要なのです。
　この「義利の弁」を重視したのが
渋沢栄一です。その「論語と算盤」
の下敷きになっているのが、「義利
の弁」です。「論語」においても「君
子は何が自分のなすべきことかをま
ず考えるが、小人は、これは儲かる
かどうかをまず考える」と説いてい
ます。ここで注意しなければならな
いのは、君子も利を考えてもいいが、
まず義を考えることが重要というこ
とです。どちらに敏感かということ
が重要なのです。
　良心に伴う３つの哀歓がありま
す。「利他の哀歓」つまり、人のた
めになる歓び、人の心を損なう哀し
みと、「実践の哀歓」つまり、自分
が義務を実践すること自体の歓び、
実践しないこと自体の哀しみがあり
ます。ゴルフをしていてラフに入っ
たボールを蹴って良い場所に持って
いくことはしない。それは、他の人
が見ているかもしれないという理由
だけではなく、卑怯なことはしたく

ないという気持ちからです。この卑
怯なことをしない歓びが実践の歓び
です。ルールや法律を守り、信条を
貫く歓びです。3 つ目として「創造
の哀歓」があります。つまり、もの
を創り、維持する歓び、ものを衰退
させる哀しみです。工場でものを作
るのも、事業を立ち上げるのも、人
を育てるのも、発見するのも、全て

「創造の歓び」です。価値あるもの
を次世代に渡していく、会社を次世
代に繋げていくのも「創造の歓び」
です。つまり、「良心による企業統
治」とは、「良心から生まれる哀歓」
に導かれて経営者がなすべきをする
ことです。
　「利他の哀歓」には①お客さんの
役に立つ歓び、お客さんに迷惑をか
けてしまうことの哀しみ、②雇用
を生み出し人々の生活を支える歓
び、雇用削減でそれが出来なくなる
哀しみ、③自分を育て任せてくれた
前任社長の恩誼に応える歓び、期待
を裏切る哀しみ、があります。株主
を喜ばせることは、普通の従業員が
考えることはないでしょうが、経営
者こそはそれを考えなければなりま
せん。そこには、銀行や様々なステ
イクホルダーの恩誼に報いるといっ
た利他の歓びや実践の歓びがあるで
しょう。それが出来る立場に経営者
はいます。
　「実践の哀歓」には、①規範に従
う歓び、それを破る哀しみ、②経営
者としての責任を果たす歓び、果た
さない哀しみがあり、「創造の哀歓」
には、①経営という営み自体が「創
造」ですし、②先人が築いてきた会
社を維持する歓び、潰してしまう哀
しみがあります。

４．�良心を喚起しやすかった、戦後
の日本型資本主義

　戦後の日本型企業システムは、良
心を喚起しやすい諸条件が揃ってい
たのではないかと思います。良心は
基本的には本人次第ですが、その人
をとりまく環境や状況にもよりま
す。とはいえ、経営者であれ誰であ
れ、強制して良心を出させるという
わけにはいきません。その代わり、
良心喚起の「触媒」としての他者が
周りにいてくれると、その人の良心
は自ずと喚起されやすくなります。

　「与える」「応える」良心を喚起し
やすい要素として３つが考えられま
す。相手との近しさ、相手への影響
度の大きさ、相手からの「与応」で
す。「与応」とは「与えることと応
えること」を意味する私の造語です。
　「応える」良心は相手が信頼、期
待、責任、恩誼、感謝などを与えて
くれてこそ起きます。「与える」良
心はそれに相手が応えてくれること
で維持、強化されます。親切にした
とき「～してくれて、ありがとう」
と応えてくれる相手と、「～してあ
たりまえだ」と居直る相手を比べて
みると分かります。そういう相手が
いて触媒になってくれることが重要
です。
　社内取締役と持ち合い株主が日本
型資本主義の「良心喚起の触媒」と
しての大事な役割を果たしていたの
ではないでしょうか。彼らがいるこ
とで経営者の良心が喚起されていた
のです。例えば社内取締役について
は次のように言えます。内部昇進ゆ
えの長年のつきあいがあり、経営陣
として日々協働しているのですか
ら、「近しさ」があります。「近しさ」
は CG においては、だから駄目なん
だということになりますが、相手を
裏切れないとかの良い面もあるので
す。影響度の大きさもあります。社
内取締役はここが本職であり、経営
が悪くなれば収入が減り、自社の衰
退状況を見て、再建に乗り出さねば
ならなくなるのです。相手からの与
応、つまり、社内取締役が経営者に
与えるものとしては、敬意、信頼、
貢献があります。よき経営に対する
賞賛・感謝、悪しき経営に対する非
難や怨嗟もあります。いずれも社外
取締役に比べれば、「心底」そうす
る度合いが強い、これが社内取締役
による「与応」です。
　持ち合い株主も、以上と同じよう
なロジックで、経営者の良心喚起の
触媒だった可能性が指摘できます。
しかし、「だから昔どおりの株式持
ち合いを復活させよう」とか「社外
取締役など不要」と言いたいのでは
ありません。新たな「触媒」の創出
をいかに図るか、今後議論が必要で
しょう。
　日本社会は、「良心による企業統
治」がしやすい価値観を持っていた
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と思います。まず、日本の企業観と
して、企業は有機体・共同体だとい
う考えがあります。これに対するの
が、企業は契約の束に過ぎず、フィ
クションであるとの考え方です。日
本ではそうではなく、実在する人格
的存在だと考えてきました。このよ
うな企業観のもとでは「会社」自体
が良心喚起の触媒になるのであり、
会社のために「与える」良心が生ま
れるのです。相手の会社を「さん」
付けで呼ぶところに、そういう考え
方が表れていると思います。また、
企業は従業員のものという企業観も
大事な要素でした。一般に株主より
も従業員の方が経営者の良心を喚起
しやすいと考えられるからです。ア
メリカの株主総会で経営者が株主に
向かって「あなた方の会社」と言う
のを聞いて、素晴らしいと思う向き
もあるようです。しかし、それでは

「他人事」であって、それゆえ自分
の力を悪用して、自分が儲かるよう
にしてしまうということもあるので
す。
　また、我が儘を言わない、我慢す
るという、自制を重んじる倫理観が
ありました。そして、リーダーこそ
最も倫理的、つまり自制的であるこ
とが求められるというリーダー観も
ありました。これらが経営者の良心
を喚起しやすい理由となっていたの
です。倫理的リーダー像を理想とし
て「求める」良心が喚起されますし、
経営者が倫理的であることを周囲の
人々も強く期待することで「応える」
良心が喚起されます。

5．�良心による企業統治はなぜいいの
か（自利心による企業統治はなぜ
いけないか）

　自利心の「快さ」はなすべきこと
をしたふりをするだけでも得ること
が可能です。例えば、粉飾決算し
て業績を上げ自分の報酬を上げて
も「快さ」は得られるでしょう。し
かし、良心の「歓び」はなすべきこ
とを本当になさなければ得られませ
ん。また、自利心を動機とした行為
の結果得られる満足はすぐに消失し
て不足を感じますが、良心を動機と
して行った結果もたらされる満足は
消失しにくいのです。お金に対する
欲求はどんどんエスカレートして報

酬を上げ続けないと気が済まなくな
るが、人に尽くしたり責任を果たす
歓びは消失しません。
　経営トップは、強い権力を持って
いますので、CG を形骸化させるこ
とは難しくありません。また、誰よ
りも強い権力をもつ経営者が他の利
害関係者たちと一緒になって自利を
奪い合うということも起きます。経
営者は重い責任を負っています。そ
の経営者が自分のことしか考えなけ
れば、業績を上げる責任を共に負っ
ている部下が本気でついていこうと
は思わなくなります。責任を負って
いない株主は経営者が自利心で動こ
うが、株価さえ上げてくれれば構わ
ないのです。今のCGは株主視点で、
経営者が自利心で働いてくれた方が
都合が良い仕組みで動いているわけ
ですから、様々な事件を誘発するこ
とになっているのではないでしょう
か。
　自利心に訴えかけることは良心に
負の影響を与えます。良心が挫かれ、
代替されますし、強烈な賞罰を前に
して、良心の麻痺が起きます。罰金
制度は、損得勘定を喚起し、良心に
基づく行動を減らすという結果にな
ります。自利心に基づくガバナンス
改革では同様のことが起きるだろう
と思います。

６．�広義の「良心による企業統治」
と自利心の併用

　良心が万能というわけではありま
せん。本人がその気にならなければ
良心は十分に働きませんし、本人が
良心を働かせても、それが「偏狭な
良心」となってむしろなすべからざ
ることをする動機になってしまうこ
ともあります。「会社のために」不
正を働くというのがその典型です。
日本の不祥事はたいがいこれです。
やっているご本人は良心からかも知
れませんが、社会という大きな目で
見てみれば、そこには問題がありま
す。多くの人に迷惑がかかったり、
却って会社を潰すことにも繋がりま
す。これが「偏狭な良心」であり、
深刻な問題を含んでおり簡単に解消
できません。「道徳準則の創造」と
経営学の世界で言いますが、矛盾す
る道徳の中で、何とかそれを、乗り
越え上の道徳を創り出していく必要

があります。これをやるべきなのが、
経営者です。経営者にとって一番重
要なのが、この「道徳準則の創造」
です。
　したがって、良心だけに全てを任
せるわけにもいかないのです。「自
利心」を動機とすることの強みもあ
ります。放っておいても十分盛んに
働くでしょうし、周到な計画、合理
的な意思決定を促しうるとも言えま
す。確実に儲けたい、損したくない
と思えば、一生懸命に計画し、決定
するとも言えるのです。良心と自利
心の併用が必要なのです。ただし、
あくまでも「良心が主、自利心が従」
でなければなりません。「自利心を
主」とすると自利心に覆われてしま
います。「君子は義に喩り、小人は
利に喩る」のです。

７．�おわりに：ＣＧ改革は「責任あ
る経営」をもたらすか

　ＣＧ改革は「責任ある経営」をも
たらしません。CG 改革の前提は、
経営者には自利心しかないという

「経営者性悪説」です。経営者を疑っ
ているのです。経営者は、放ってお
くと「さぼる」「自分の懐を肥やす」
と考えており、その結果、株主は迷
惑を被るとしか考えていません。し
かし、人間に自利心しかないという、
この考え方は恐ろしい仮定です。こ
れは良心が欠如していることで、精
神医学の「サイコパス」（精神病質者）
の定義に当てはまります。企業経営
者がサイコパスなのでしょうか。極
めておかしな前提のもとに、今のガ
バナンス改革が行われています。経
営者が、自利心の損得勘定、つまり
アメとムチに促されて、与えられた
責任に取り組むとき、その経営者は
本当に「責任を果たしている」と言
えるでしょうか。経営者が自己利益
と自己保身を求めた結果として、「な
すべきことをなし、なすべからざる
ことをしない」ことに成功したとし
て、それが「責任ある経営者」の姿
でしょうか。そもそも損得勘定では
処理できないことがあるからこそ、

「責任」というものが出てくるので
はないでしょうか。今の CG は、ひ
たすら損得勘定に訴えています。そ
のくせ、責任ということを言う。論
理破綻しています。責任ということ
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第768回講演会
演　題：トランプ vs バイデン 異例の「戦時」大統領選挙
講　師：慶應義塾大学環境情報学部教授　渡辺　靖氏

2020年7月3日

　今日は監査役の皆様の前でお話を
するわけです。私も学会で監査役の
ような仕事をさせられそうになった
ことがあり、関係の本を読んで勉強
しようとしたのですが全く理解でき
ませんでした。そんな難しいお仕事
をされている皆様には尊敬の念を抱
いています。
　通常はもっと詳細なレジメやパ
ワーポイントを準備すべきところで
すが、トランプに関しては 1 ～ 2 週
間でいろんなことが起きて事前に用
意した資料では間に合わないという
経験をしましたので、今日は短い資
料だけにして、あとの質疑を含めて
柔軟に対応したいと思います。

日々の現象と中長期的な社会背景
　毎日のようにメディアからの問い

合わせを受けると、日々の現象への
対応が必要になりますが、研究者と
してはどこかで距離を置いて中長期
的な見方をする必要があります。そ
うした関心から 2 年連続して著書を
出しました。『リバタリアニズム』

（2019）と『白人ナショナリズム』
（2020）です。
　トランプの話をすると「トランプ
に甘すぎる」「トランプに厳しすぎ
る」という両面から一定数のクレー
ムがくるのですが、今日はできるだ
け時事解説にならないように、2 冊
の本で述べたアメリカ社会の持つ
様々な背景を含めてお話したいと思
います。

若者の反逆と閉塞感
　20 代男性に比較的トランプ支持

を言うなら、そもそも自利心に訴え
るというのを見直さなければいけま
せん。
　ファイナンスの世界では企業は

「将来の収益を生み出す無個性な装
置」と想定されていますが、実際の
企業は「それぞれに個性を持った」

「人の集合体」です。だからそこに
責任がなければなりません。また、
当然のこととして、経営は「市場取
引」ではありません。「市場取引」
の原則は突き詰めて言うと、「自由
に取引が出来ること」です。自由に
取引されるものが、良い物か悪い物
かは関係しません。そこで、例えば
法律が市場取引に規制をかけるし、
更にその上に道徳があり、人間とし
て社会としてやるべきでないことを
規定しています。その上に更に、心
の温かさといった倫理があり、全体
のあるべき秩序があるはずです。し
かし、今のガバナンス改革では、経
営は、その内の一番下にある市場取
引、「無個性な装置」として扱われ
ており、そこには責任というものは
無いのです。

　「経営者には自利心しかない」と
いう考え方を唱えていると「予言
の自己成就」が起きます。神学者
ヒュー・ブラックが「人を泥棒と呼
べば、その人は盗むだろう」と言っ
ています。国際経済学者スマントラ・
ゴシャールの警告に「最近起きた経
営実践における最も悪質な不行跡の
多く（エンロン、ワールドコムなど）
は、過去 30 年にビジネススクール
の研究者たちの中から生まれてきた
一連の考え方に根っこがある。『経
営者は利己的だ』と前提する理論を
教え込まれた多数のビジネスエリー
トたちが、社会に出て経営者になる
と実際に教え込まれた通りの『利己
的な経営者』になっている」とあり
ます。学校で習えばそうなるし、社
会も経営者というのは利己的なもの
だと考えていれば、そうなってしま
います。これを避けなければなりま
せん。
　株式会社というのは、本来「経営
者を信じて任せる」ものでした。「間
接民主主義」の株式会社制度は、株
主が取締役を選び、取締役会が経営

者を選んで、経営を任せる制度です。
一挙手一投足を縛るものではありま
せん。経営者も株主から信頼されて
いるという、その基で行動する必要
があるのです。「企業統治」の核心
は良心です。「精神論を唱えても始
まらない」などと見くびってはいけ
ません。
　孔子が論語の中で「人を疑って身
構えたり、自分が疑われていないか
と気を遣ったりせず、平常心で接し
て相手の心がわかるような人は、賢
者と言っていい」と言っています。
相手を頭から疑うことなく信じてか
かりながら、しかし相手の真実・真
意を見抜くことができるのが賢人と
いうことです。触媒型の取締役や監
査役は、かくありたいものです。『言
志四録』を著した江戸時代末期の儒
者佐藤一斎は、それを為すには「精
神を背中にとどめる。その修養を積
むこと」と語りました。迂遠に思わ
れるかもしれませんが、実際に現場
で切り結んでいる人にとっては示唆
に富む実践的な教えだと私には思え
ます。� （文責　古川　孝宏）

者が多いのは、やりきれない時代へ
の閉塞感から「既存体制を破壊する」
トランプへの期待感があるのだろう
と思います。
　ミレニアル世代（25 ～ 40 歳）と
その下の Z 世代（10 ～ 24 歳）の若
者はこれから有権者として中核とな
る世代ですが、アメリカ社会にいい
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張が眠っていた白人票を呼び覚ませ
るのではないかという期待があると
思います。

世論調査の限界
　現在はバイデンの方が世論調査で
大きく上回っていますが、4 年前も
ヒラリーの方が７ポイント上回って
いましたので、世論調査の数字は過
信できません。トランプがコロナ対
策などで自滅している感じですが、
バイデンにも問題はあります。サン
ダースなど民主党左派の支持を得る
には警察改革を唱えなければなりま
せんが、バイデンの支持層には中西
部の白人労働者層があり、そこでは
警官の組合も大きな力を持っていま
す。
　バイデンが副大統領候補に誰を
持ってくるのかも重要なファクター
です。女性という方向は決まってい
ますが、人種的にどちらをとるかで
す。

（注）8 月 11 日に黒人女性のカマラ・ハ
リス上院議員が民主党副大統領候補に選
ばれました。

分断とトライバリズム
　フランスの政治思想家トクヴィル
の古典的な『アメリカン・デモクラ
シー』（1835）は、中央集権的でな
いアメリカの民主主義の成功の理由
を、三権分立などの制度面だけでは
なく、国民に公共心や市民感覚があ
るためにうまくいっていると指摘し
ています。そのアメリカがいまでは
市民が「人権・宗教・ジェンダー・
教育格差・経済格差」などによって
大きく分断されています。
　「われわれ」対「奴ら」という分
断された相手への敵愾心が「トライ
バリズム（部族主義）」となって表
面化し、それを焚きつけるリーダー
がいるという構図です。ナチスが誕
生して社会の分断を統一した頃の空
気と共通する部分が感じられます。
果たして民主主義国家の範囲内で、
分断を再び統合できるのか。「レジ
リエンス」を回復できるのか。コロ
ナ危機によって結束するのかと思え
ば、むしろ分断が深まっている印象
です。もしバイデンが勝っても強固
なトランプ支持派の反発による分断
の深刻化も予想されます。

ショックでなぜ大企業を救うのか、
ウオール街を占拠しようといった社
会への異議申し立ての一つとして

「白人ナショナリズム」が顕在化し
ています。

リバタリアン対ナショナリズムの軸
　「リベラル対保守」というこれま
での軸では解釈しきれない「リバタ
リアン対ナショナリズム」という軸
を考えることが必要です。リバタリ
アン（自由至上主義）とナショナリ
ズム（権威主義）の軸によれば、リ
ベラルも保守も過去のものであり、
二大政党システムは機能していな
い、きれいごとを言って社会を牛
耳っていることに差はない、という
わけです。
　リバタリアンは政府の役割を極限
にまで狭めて各人の「自由」を極限
にまで主張するものであり、グロー
バルな活躍を目指す「新自由主義」
とは異なる部分があります。これに
対してナショナリズム（権威主義）
は白人の権威の復活を目指していま
す。

トランプの立場は？
　トランプの世界観は「白人ナショ
ナリズム」とかぶっているように見
えます。果たして世界観を共有して
いるのか、あるいは利用しているだ
けなのか、何れにしても中国や国際
機関が米国にただ乗りしている、同
盟国も米国に依存しすぎている、ア
メリカは搾取されているというのが

「アメリカ第一主義」です。トラン
プの就任演説では「米国は搾取され、
殺戮されている」という表現があり
ました。1950 年代のアメリカはよ
かった、世界から尊敬され分厚いミ
ドルクラスもいたというわけです。
メキシコ国境に壁を作るという公約
は、まともな人なら考えつかないも
ので、ジョークとさえ思われたので
すが、そうした過激な主張によって、
エスタブリシュメントの「ヒラリー
に勝ったという成功体験」があるわ
けです。
　人種差別デモや警察改革の動きに
対して、デモを暴徒と呼んだり軍隊
で鎮圧せよといったりする理由に
は、前回の大統領選挙で投票に行か
なかった 45％の中で、こうした主

イメージを持っていません。アメリ
カの大学進学率は 75％と高く大学
を出ても以前の高卒程度の職業しか
ないので大学院を目指すのが普通で
す。しかし学部の学費は 1 千万円程
度と極めて高く、多くの学生はロー
ンを背負って卒業します。私が今年
の 2 月に訪問した南カルフォルニア
大学で実際に見たのは学内でテント
暮らし（ホームレス）をする学生の
姿でした。親の世代の生活水準を保
持できるのかという不安から、現状
への不満が多く社会正義への関心が
高いのが若者で、民主社会主義を唱
えるバニー・サンダースの人気を支
えています。

別のタイプの怒り「白人ナショナリ
ズム」
　「オルトライト」という言葉があ
ります。「もう一つの右翼」という
意味で、社会の中で白人の居場所が
失われていると考えるのが「白人ナ
ショナリズム」です。若い世代にこ
うした考え方が広がっています。過
去には白人が移民を排斥したかもし
れないが、今や白人の自分たちの方
が抑圧された犠牲者なのだというの
です。ナショナリズムというと世界
を相手に国益を守るというイメージ
があると思いますがそうではなく、
グローバリゼーションにより国内に
は移民が増え製造業は海外に移動
し、ミドルクラスは没落してきた、
アメリカは国際的な役割を担いすぎ
ている、世界に手を伸ばしすぎてい
るという考え方です。ネオコン的な
拡張主義とは異なるナショナリズム
です。
　人種差別問題でも黒人側の言い分
が主流を占めていて、例えばオバマ
人形を白人が叩くと問題になるが、
黒人がトランプ人形を叩いても見過
ごされる。白人の方に自由がなく
なっている。多様性の価値が言われ
るが、実際には白人が貶められてい
るのだ、というわけです。自分たち
は白人の権利を求めているだけだ、
ポリティカル・コレクトネスという
のは方便にすぎない、という主張が
こうじて暴力に訴えるケースもあ
り、米国でのテロの 73％は白人過
激派によるものです。
　大きな政府が悪い、リーマン
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楽観論と悲観論
ロングスパンで見ると白人が過半数
を切る時代がくることが予想され
ますが、「白人ナショナリズム」や

「トライバリズム」だけで抵抗して
いてもやっていけなくなると思われ
ます。ミレニアル世代や Z 世代で
は「BLM（ブラック・ライブズ・
マター）」や「LGBT」に対する共

感がありますが、この世代が将来の
顧客・人材供給源となる事実に着目
した民間大企業には、こうした考え
方を支持しようとする動きがあり
ます。このような楽観論に対して、
AI 時代に向かってますます格差が
拡大し、はじかれた人たちの怨念が
過激なリーダーを求める傾向が強く
なるという悲観論もあります。トラ

ンプは、いまでこそ過激と見られて
いますが、20 年後あたりには意外
に穏健だったという評価が出てくる
のかもしれません。
　11 月の選挙までには、トランプ
が不利だとみれば逆転するために思
わぬ極端な手を打つことも考えら
れ、まだまだ何が起こるかわかりま
せん。� （文責　城戸崎　雅崇）

　緊急事態宣言を受けてテレワーク
的なものを除いて中止していた当会
の行事が 7 月から再開されました。
例年は 5 月に行うことが多かった

「合同展」は、今年は予約の都合で
7 月初旬の予定となっていましたの
で、開催できるかどうか判断に迷う
展開でした。
　施設を管理する「文京アカデミー」
では「展示室の再開」についての正
式な発表が遅れて、6 月半ばの段階
でも電話での問い合わせに「7 月の
再開は確かと思いますが具体的な条
件などはまだ検討中です」との回答
でした。案内ハガキは 6 月初めには
発注する必要がありますので「開催
時間の変更や、場合によっては開催
自体が延期される可能性がありま
す」という但し書き付きでの発注と
なりました。写真と俳句のコラボは、
今回は初めてメールのやりとりで行
いました。
　6 月末の「文京アカデミー」との
打ち合わせで以下の使用条件・注意
事項を確認しました。①入場者は主
催者を含めて 25 名以内とする②入
場者同士の間隔はできるだけ 2m�空
ける③手指の消毒の徹底④主催者及
び入場者の連絡先の保管⑤マスク着
用の徹底⑥ペットボトルなどの個人
のゴミは持ち帰る⑦感染が疑われる
人は立ち入りを控える⑧密集・密接
が生じるような場を設けない。
　「文京アカデミー」によれば当会
の「合同展」が再開第 1 号とのこと
でした。
　写友会・句遊会・画友会それぞれ
の関係者のご努力で6月25日（締切）
までに出品作品などが確定しました
が、今回は外出自粛関連で出品を見

入され、電話も全員が記入されまし
た。1 名の外国人から「あなたの作
品は？」と聞かれて「これです」と
いうと「オー・ベリーグッド」とい
う返事をいただきました。
　展覧会を再開して感じたのは、コ
ロナウイルス関連での外出への考え
方が二つのタイプに明確に別れてい
るということでした。今まで毎回見
に来ていた方の中にも「今回は見合
わせる」という「慎重派」がかなり
おられますが、「再開おめでとう」
という感じで従来と同様に来場され
る「行動派」の方も同様におられま
す。
　初日には画友会の松田茂先生、最
終日には写友会の合地清晃先生の講
評がソーシャル・ディスタンスを保
ちながら行われました。それぞれに
含蓄の深いご指導がありましたが、
松田先生からは「写真の出品を見て
も遠近法を避けた構図が多く見られ
るように、絵画もあまり遠近法にこ
だわらない視点が必要」など、合地
先生からは「訴えたいポイントに対
して観る人の視線の動きが逸らされ
ないように」などのご発言が印象に
残りました。

（城戸崎　雅崇）

合わせるという方もあり、以下のよ
うに例年より出品数は少なくなりま
した。写真 13 名 25 点、写真・俳句
9 名 19 点、俳句 3 名 3 点、絵画 10
名 21 点　合計（延べ）35 名 68 点
　来場者も少なく前回（2019 年 12
月）659名に対して今回254名（39％）
となりました。
　外出自粛の関係と、文京シビック
センターでの他の行事（特に大ホー
ルでの音楽会など）が全くないこと
も影響していると思われます。一般
の来場者の中には「毎回見ているが、
このところ展示室が閉鎖されていて
淋しかった」と再開を喜んでいただ
く方もあり「やはり開催してよかっ
た」という感懐を持つことができま
した。
　もっとも懸念されたのは来場者の
氏名・連絡先の記入を求めることで
した。強制することもできず「でき
ましたらお願いします」という呼び
かけでしたが、記入していただけた
のは 162 名（来場者の 64％）でし
た。電話番号はほとんどの方からご
記入いただけました。ちなみに電話
番号が固定電話の方 56％、携帯電
話の方 44％でした。外国人の方も 5
名がカタカナまたは英文で氏名を記

第33回合同展 ７月５日（日）〜９日（木）
文京シビックセンター展示室の再開第１号として開催

写友会：合地清晃先生の講評（7月9日）画友会：松田茂先生の講評（7月5日）
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。



12　会報　第624号

田中一弘先生の監査セミナーの直後にご著書『「良心」から企業統治を考える』を拝読。渋沢栄一と深い関係がある
一橋の学風の良き伝統を想起しました。グローバル・スタンダードとされるものは実はアメリカン・スタンダードで
あり、その背後にある米国社会の実態が日本の実態とは大きく異なることは意外に知られていないのではないでしょ
うか▼講演会の渡辺靖先生は近著『白人ナショナリズム』により BLM 運動などとの関連でマスコミの注目を集めて
います。タイムリーな企画になったことは講演会委員として嬉しい限りです。ここにも私たちが知らなかった米国社
会の実態があります▼第 33 回合同展は文京シビックセンター展示室の再開第１号となりました▼新型コロナウイル
スは実態が明らかでないままに恐怖が先行していますが、社会経済的には既に大きな影響が出ています。政府の方針
の曖昧さもあり、今後どんな展開になるのか、熊野英生先生の特別寄稿にご注目ください。� （城戸崎　雅崇）

会　員 会　友 計
206 154 360 2020.7月末現在

◆行事報告� 出席者
第177回理事会（通信併用）
　７月９日㈭10：00～12：00　事務局� 16
会報委員会（通信）� ６
広報委員会（オリエンテーション対応）� リアル　６
� オンライン　１
◇一般部会
第768回講演会
　７月３日㈮14：00～16：00　日比谷図書文化館� 70
� （他特Ｂ定期：１名）
　講　師　慶應義塾大学　環境情報学部
　　　　　教授　渡辺　靖氏
　演　題　トランプvsバイデン異例の「戦時」大統領選挙
◇監査部会
第329回監査セミナー
　７月16日㈭14：30～17：00　日比谷図書文化館� 66
� （他特Ｂ定期：1名）
　講　師　一橋大学　大学院経営管理研究科
　　　　　教授　田中一弘氏
　演　題　「良心」から企業統治を考える
　　　　　～責任ある経営のために～
第238回監査実務研究会
　７月27日㈪14：00～16：30　オンライン� 33
� （他特Ｂ定期：２名）
　問題提起者　サイバートラスト㈱常勤監査役　小林正一氏
　コーディネータ　元日東電工㈱常勤監査役　丸山景資氏
　テーマ　　最近の不祥事における監査役の役割と
　　　　　　コロナ禍における監査役実務の変化
第87回監査技術ゼミ
　７月13日㈪　オンライン� 20
　講　師　サイバートラスト㈱常勤監査役　小林正一氏
　テーマ　「2020年版取締役職務執行確認書」の解説
◇生涯学習部会
合同展
　７月５日㈪～９日㈭　文京シビックセンター� 254
写友会　例会
　７月31日㈮13：30～17：00　文京区民センター� ９
句遊会　例会
　７月１日㈬14：00～15：00　菱友会会議室� ５
楽友会　
例会１　７月17日㈮14：00～16：00　オンライン� ８
例会２　７月23日㈭13：30～15：30　オンライン� 11
◇同好会
楽器演奏同好会
　７月26日㈰14：00～17：00　オンライン� ７
エッセイクラブ
　７月21日㈫11：30～14：00　如水会館� ７
江戸文化研究会
　７月11日㈯15：00～16：30　ハロー貸会議室� 15

◆会員・会友異動
（新入会員）
○長谷川真　�朝日産業㈱　監査役（４～６月：特別会員）／

紹介：黒須　仁氏
○酒井淳三　�㈱朝日学生新聞社　監査役（４～６月：特別会

員）／紹介：黒須　仁氏
○平井清文　キングソフト㈱　常勤監査役
○高須賀徹　㈱日本生物製剤　常勤監査役
○寺西裕二　日本ユニシス㈱　常勤監査役
○千田　洋　㈱東配工　常勤監査役
○豊島秀一　三井ホームコンポーネント㈱　常勤監査役
（新入会友）
○小野口敦　ぺんてる㈱　監査室／紹介：大竹盛義氏
（再入会会友）
○菅沼希一　元㈱東京エネシス
（交替会員）
○宮下利明　㈱ニチリョク　常勤監査役／前任：宮﨑芳光氏
○井上誠厚　日本鋳造㈱　常勤監査役／前任：阿部俊彦氏
○高橋弘樹　�㈱リブドゥコーポレーション　常勤監査役／前

任：清水宏一氏
○大塚博文　�ビジネスエンジニアリング㈱　常勤監査役／

前任：内田直康氏
○越田和也　�三菱スペース・ソフトウエア㈱　常任監査役

／前任：引間栄一氏
○小泉弘康　�三菱電機システムサービス㈱　常勤監査役／

前任：菊谷　純氏
○末廣　信　�リーフラス㈱　常勤監査役／前任：森川英治氏
○橋本恭一　�テンアライド㈱　常勤監査役／前任：玉置　守氏
○古山文男　�三菱電機特機システム㈱　常勤監査役／前

任：岩瀬和弘氏
○及川雅由　㈱横河ブリッジ　監査役／前任：原田利彦氏
○加藤正憲　�㈱ナカヨ　社外取締役（監査等委員）／前任：

田中信義氏
○藤野晴也　�㈱ソミック石川　常勤監査役／前任：鈴木　誠氏
（会員から会友へ）
○向井俊夫　元日鉄ケミカル＆マテリアル㈱
○寺家正昭　元井村屋グループ㈱
○神保卓哉　元昭和リース㈱
○山本照雄　元エイベックス㈱
○吉田郁夫　元東芝デジタルソリューションズ㈱
○阿部俊彦　元日本鋳造㈱
○清水宏一　�元㈱リブドゥコーポレーション
○内田直康　�ビジネスエンジニアリング㈱　顧問
○引間栄一　�元三菱スペース・ソフトウエア㈱
○菊谷　純　�元三菱電機システムサービス㈱
○森川英治　元リーフラス㈱
○玉置　守　元テンアライド㈱
（会友から会員へ）
○木川真希子　古河電池㈱　監査役
（変更）
○土屋和雄　�㈱ナカヨ　社外監査役→社外取締役（監査等

委員）
（退会会員）
○大堀　宏　㈱弘電社　常勤監査役


